
裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して

最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

1 不服の総処理件数

147件

2長官決裁による処理

（1） 処理件数5件

（2） 処理結果

監督権不行使5件

（3） 概要：別添のとおり

（局課別内訳）

総務局 2件、民事局 1件、刑事局 2件

（態様別内訳）

裁判事務関係2件、司法行政事務関係3件

3 局長等による専決処理状況

（1） 処理件数 141件

（2） 処理結果

監督権不行使 141件

（3） 概要：別添のとおり

（局課別内訳）

1件、

36件

秘書課 18件、総務局 7件、人事局 2件、経理局

民事局44件、刑事局 5件、行政局 28件、家庭

（態様内訳）

裁判事務関係 106件、司法行政事務関係 35件

(4) 特徴的態様

141件のうち、個別事件における訴訟指揮、判断内容

いて不服を述べる裁判事務関係の申出が106件（全体の

家庭

判断内容

局

、職員の対応等につ

（全体の約75パーセント）

が目立を占める。また、

った。



4 ，課長等による専決処理状況
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処理件数 1件

処理結果

監督権不行使

概要：別添のと

(局課）総務局

(態様）裁判事務

雷不行使1件

:別添のとおり
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裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等
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吟通
し
番
号

ロ ロ ロ ロ ロ

備考担当局課 申出人類型 処理結果対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型

ﾛ ﾛ Ⅱ I ｡ Ⅱ

Ⅱ I ロ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ ロ

ﾛ ロ ロ ロ

秘書課 当事者 司法行政事務 事務官 局長等専決 監督権不行使1 R5.9.1

■ ■ ■ ■ ■ ■

秘書課 当事者 司法行政事務 局長等専決 監督権不行使その他2 R5.4.25

1 1 1 ロ 1 1

秘書課 監督権不行使当事者 司法行政事務 その他 局長等専決3 R5.4.25

秘書課 当事者 司法行政事務 監督権不行使その他 局長等専決4 R5.6.30

ロ ロ ■ lロ ロ ロ ロ

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 監督権不行使局長等専決5 R5.7.11

ロ

司法行政事務 監督権不行使秘書課 弁護士 その他 局長等専決R5.7.116

、 I I I I lI I

■ ﾛ ﾛ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ 且 ■ ■ ■ ●

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 監督権不行使局長等専決7 R5．11．2

■ ■ ■ ■ ﾛ■ ■ ■ ■

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 監督権不行使局長等専決8 R5.12.18

1



通
し
番
号

対象職員担当局課 申出人類型 対象事務 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

両

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使9 R6.1.5
■ ■ ■ ■

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使10 R6.1.25

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使11 R6．25

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使12 R6.2.28

空

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使13 R6.229
ﾛ

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使14 R6.3.7

1 1 1

ロ ﾛ Ⅱ

ロ ロ ロ ロ

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使15 R6.3.15

1 1 ・
■ ■ ■

秘書課 当事者 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使16 R6.3.15
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通
し
番
号

備考処理類型 処理結果担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日

監督権不行使局長等専決秘書課 当事者 司法行政事務 その他17 R6.3.29

監督権不行使秘書課 当事者 局長等専決司法行政事務 その他 R6.3.2918
◆ ■ ■ ■

ロ

局長等専決 監督権不行使総務局 当事者 裁判事務 裁判官 R6今1.1519

’■

I 1 ロ

I ‐ 1 1 1 1

監督権不行使総務局 当事者 課長等専決裁判事務 その他20 R6.2.14
対象職員は裁判官及び書記官

■

1 1 H I l

長官決裁 監督権不行使総務局 その他 司法行政事務 事務官 R5.6.2121

｜
’ロ 1 ｡ I

監督権不行使司法行政事務 その他 長官決裁総務局 その他 R5.7.622

pI l l

■
１
日
ロ
■
Ⅱ

｜

’
局長等専決 監督権不行使司法行政事務 その他総務局 その他 R5.7.2023

1 ．

■
・
二

1 0 ロ ﾛ

■
局長等専決 監督権不行使総務局 その他 司法行政事務 その他24 R5.7.20
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1 1
通
し
番
号

ロ ロ ﾛ ロ

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

も

総務局 当事者 裁判事務 書記官 局長等専決 監督権不行使25 R5.6.14

｜

口 Ⅱ

■ ■ ､ ■ ■

書記官総務局 その他 裁判事務 局長等専決 監督権不行使26 R5.6.1

ロ ﾛ

ロ ロ 、 ●

総務局 その他 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使27 R6.1.15

I ロ

総務局 その他 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使28 R6．34

ﾛ ﾛ ロ ﾛ ロ 、 ｜

人事局 その他 司法行政事務 事務官 局長等専決 監督権不行使29 R5.5.12

■

1 1 1

人事局 その他 司法行政事務 事務官 局長等専決 監督権不行使30 R5-12.22

■ ■

経理局 弁護士 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使31 R5.12.14

●

1 1

民事局 弁護士 裁判事務 裁判官 長官決裁 監督権不行使32 R5.7.28

4



■ ■ Ⅱ

通
し
番
号

I l I I I

備考ｷ日当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 処理類型 処理結果不服の内容 処理日

ｌｌｌｌ

監督権不行使民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決33 R5.5.8

－
１
↑
１
１

民事局 当事者 監督権不行使裁判事務 裁判官 局長等専決34 R5.5.8

ロ I

1 1 1 1

監督権不行使民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決35 R5.5.8

14 I

■

民事局 裁判事務 裁判官 監督権不行使弁護士 局長等専決

、

36 R5.6.12

ロ ロ ロ ■ ロ

■ ■ 且 ■

ﾛ

■

民事局 弁護士 監督権不行使司法行政事務 裁判官 局長等専決37 R5.6.29

！
■■■■

｜
’

■

心

監督権不行使民事局 弁護士 裁判事務 裁判官 局長等専決R5.6.2938

1 1 1 1

11 ■ ■

民事局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使39 R5.6.12
対象職員は(1)書記官､(2)裁判
官､(3)裁判官､調査官､書記官

監督権不行使民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決40 R5.6.12
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ロ I 。

通
し
番
号

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

ロ

Ｉｌｌｌｌ
‐

当事者民事局 裁判事務 裁判官 監督権不行使局長等専決41 R5.6.12

1 1 1 p l I

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使42 R5.6.12

ｌｌｌｌｌｌ

民事局 当事者 司法行政事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使43 R5.6.19

－

民事局 当事者 司法行政事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使44 R5.6.19

I

当事者民事局 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使45 R5.6.19

I l 0 1

対象職員は(1)書記官､(2)裁判
官

民事局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使46 R5.6.12

民事局 当事者 裁判事務 裁判官47 局長等専決 監督権不行使R5.6.12

ﾛ ■

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使48 R5.6-12

’■ ■: ■
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番
号

49
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54

55

56
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通
し
番
号

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理類型 処理結果処理日 備考

ロ ﾛ ﾛ ﾛ

対象職員は(1)書記官､(2)裁判
官､(3)裁判官､調査官‐書記官

当事者民事局 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使57 R6.1.18

民事局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使58 R5.12.6

■ 』

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使59 R5.12.6

民事局 当事者 司法行政事務 その他 局長等専決 監督権不行使60 R5.12.6

1 1 p I ロ I◆

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使61 R6.1.18

■ トI Ⅱ

I

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使62 R6．1．18

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使63 R5.12.11

民事局 当事者 裁判事務 裁判官 監督権不行使局長等専決64 R5.12.18
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66
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68
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72
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番
号
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74
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76

77

78

79

80
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通
し
番
号

備考処理結果処理日 処理類型対象職員 不服の内容申出人類型 対象事務担当局課
ロ ロ ロ

■

監督権不行使局長等専決R5.7.27刑事局 当事者 裁判事務 裁判官81
ロ ロ ロ 1 ロ ロ ロ●

監督権不行使局長等専決裁判事務刑事局 弁護士 裁判官 R6.1.1582

対象職員は裁判官及び書記官
又は事務官

監督権不行使局長等専決弁護士 裁判事務 その他 R6.1-17刑事局83

ロ ロ 、 ロ ロ

対象職員は裁判官及び書記官局長等専決 監督権不行使裁判事務 R5.5.2行政局 当事者 その他84

I

■

監督権不行使局長等専決裁判事務 裁判官当事者 R5.6.28行政局85

■ ■ ■ ■ ■

１
１

■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
１

I

、

監督権不行使局長等専決当事者 裁判事務 裁判官 R5.6.28行政局86

１
１
１

1 1 1 1

局長等専決 監督権不行使裁判事務 裁判官当事者 R5.6.28行政局87

ロ ロ ■

監督権不行使局長等専決裁判事務 裁判官 R5.6.28行政局 当事者

■

88

■

11



■ ■ ■

通
し
番
号

対象職員担当局課 申出人類型 対象事務 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考
ﾛ ロ ﾛ ロ ﾛ ﾛ

■ ■ ■ ■ ■

ロ

ｌｌｌｌｌｌ

当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使行政局 R5.6.2889

■
。

当事者行政局 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使R5.6.2890

。 Ⅱ

■ ■

｡ ■

裁判官行政局 当事者 裁判事務 局長等専決 監督権不行使R5.6.2891

I

当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使行政局92 R5.6.28

行政局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使R5.6.2993
対象職員は裁判官及び書記官

ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ

裁判官行政局 当事者 裁判事務 局長等専決 監督権不行使94 R5.7.10

ロ I

行政局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使95 R5.8-16
」

対象職員は書記官及び事務官

ｌ
Ⅱ

当事者 裁判事務行政局 その他 局長等専決 監督権不行使R5.9.496

’
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通
し
番
号

備考処理類型 処理結果担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日

ﾛ ロ

■ ■ ■ ■

監督権不行使当事者 局長等専決行政局 裁判事務 裁判官97 R5.9.4

1 1 I
■ ■ ■

局長等専決 監督権不行使行政局 当事者 裁判事務 裁判官 R5.9.498

I

監督権不行使局長等専決行政局 当事者 裁判事務 裁判官 R5．9．499

I
■
け
」

■

ロ ロ

監督権不行使裁判官 局長等専決行政局 当事者 裁判事務 R5.10.2100

局長等専決 監督権不行使当事者 裁判事務 裁判官行政局 R5.10.2101

一

司法行政事務 監督権不行使当事者 事務官 局長等専決行政局 R5.10.20102

■ ■

ロ ﾛ ﾛ ﾛ●

局長等専決 監督権不行使当事者 裁判事務 裁判官行政局 R5.11.22103

ロ ロ

’
1 1 ロ

監督権不行使局長等専決行政局 当事者 司法行政事務 その他104 R5.11.27
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通
し
番
号

■

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考
Ⅱ I U

ロ ロ ロ ロ ← ロ

■ ■ ■

ﾛ ﾛ Ⅱ 11 ﾛ ロ

■■■■■
一

行政局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使105 R5.12.20
対象職員は裁判官及び書記官

当事者行政局 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使106 R5.1220
対象職員は裁判官及び書記官

■

当事者 裁判事務 その他行政局 局長等専決 監督権不行使107 R5.12.20
対象職員は裁判官及び害記官

1 0

■ ﾛ ■ ■ ■ ■

当事者行政局 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使108 R6.1.17

行政局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使109 R6．25

行政局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使110 R6.2.13

対象職員は裁判官及び書龍官

当事者 司法行政事務行政局 その他 局長等専決 監督権不行使111 R6.3.26

家庭局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使112 対象職員は裁判官及び書記官R5.6.1

14
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通
し
番
号

113

114

115

116

117

118

119

対象騒員は裁判目及び書配

120

15



通
し
番
号

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

■ ■ ■

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使121 R5.7.24
■ ■

ロ

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使122 R5.7.27

●

Q

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 監督権不行使局長等専決123 R5.9.15

1 1 1

家庭局 当事者 裁判官裁判事務 局長等専決 監督権不行使124 R5.9.20

１１１１１

－－

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官125 局長等専決 監督権不行使R5.10.3

■
■
■
。

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使126 R5.10.3

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決127 監督権不行使R5-10.5

、 I

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使128 R5.10.23
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通
し
番
号

129

対象聡員は裁判門調停委員
及び書配官

130

131

132

133

134

135

136
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通
し
番
号

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 処理類型不服の内容 処理日 処理結果 備考

家庭局 当事者 裁判事務 その他 局長等専決 監督権不行使137 R5.12.25
対象職員は裁判官及び書記官

■ ■

I

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使138 R6.1.30

■
二■ ■ ■ ■

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使139 R6.1.17

■ ■

家庭局 当事者 裁判事務
夕

その他 局長等専決 監督権不行使140 R6.1.30
対象職員は裁判官及び書記官

ロ ■ ﾛ ﾛ

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使141 R6.1.27

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官142 局長等専決 監督権不行使R6-1.30

’

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官143 局長等専決 監督権不行使R6.2.5

ＩＩｌｌ

■
・
・

家庭局 当事者 裁判事務 裁判官 局長等専決 監督権不行使144 R6．229

18



通
し
番
号

145

対象事務には司法行政事務を
含む

対象耀圓l士謡

146

147

対象職員は裁判官及び書記官
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ｲ数 1{又 毒 袴 ヨ舌 表

令和 5年度 6年5月分

主管名裁判所主管 会計名一般会計

〔摘要欄の説明〕
02:引受
04:徴収決定取消
05:徴収決定外誤納

06:引継
41:収納取消

50:会計名訂正

52:主管名訂正
55:科目訂正
57:勘定名訂正

60:年度訂正
70:調理誤びゅう
80:口座更正

90:翌年度への繰越
91:前年度からの繰越
95:繰越誤びゅう

科 目 摘要
徴収決定済額

本 月 分 本月までの累計

収納済歳入額

本 月 分 本月までの累計

不納 夕

Z 尽 月 分

上 損額

本月までの累計
収納未済歳入額 備 考
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